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（公印省略）

民生安定施設の防音機能復旧工事に係る補助の割合又は額につ

いて（通達）

標記について、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令（昭

和４９年政令第２２８号）第１２条の規定に基づき、別紙のとおり定められ

たので通達する。

なお、民生安定施設の防音機能復旧工事に係る補助の割合及び補助の額に

ついて（施本第１２３０号（ＣＦＳ）（平成６年６月２８日））は廃止する。

添付書類：別紙



別紙

民生安定施設の防音機能復旧工事に係る補助の割合又は額について

防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第１２条の規

定により、防衛施設周辺の整備等に関する法律（昭和４１年法律第１

３５号。以下「旧法」という。）第４条又は防衛施設周辺の生活環境

の整備等に関する法律（昭和４９年法律第１０１号。以下「法」とい

う。）第８条の規定に基づき交付した補助金により自衛隊等の航空機

等により生ずる音響の障害の緩和措置を講じた施設（旧法第３条第２

項若しくは法第３条第２項の規定に基づき補助金を交付した施設、又

は行政措置により防音工事に係る補助金を交付した学校、病院及びこ

れらに類する施設で、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法

律（昭和３０年法律第１７９号）第２２条に規定する財産の処分によ

り法第８条に規定する施設へ転用された施設を含む。以下「防音工事

を実施した施設」という。）のうち設置後１５年以上経過し、防音機

能が低下しているものの復旧工事（以下「防音機能復旧工事」という

。）について、防衛大臣が定める補助の割合又は額は、下記のとおり

とする。

記

１ 児童養護施設、看護師養成所、准看護師養成所、養護老人ホーム

及び軽費老人ホームに係る補助の割合は、１０分の７．５とし、市

町村の消防の用に供する庁舎に係る補助の割合は、１０分の５とす

る。

２ 農業用施設のうち農民研修施設及び農民集会施設、林業用施設の

うち林業研修施設、漁業用施設のうち漁民研修施設、市町村の主た

る事務所並びに商工業に関する調査研究、研修若しくは指導又は商

工業者の集会の用に供する施設に係る補助の割合は、３分の２とす

る。ただし、補助の対象とする経費（以下「事業費」という。）に

３分の２を乗じて得た額が、付表１に掲げる区分に応じ、それぞれ

の補助限度額の項に掲げる額に防音機能復旧工事を実施する部分の

床面積（以下「防音機能復旧工事床面積」という。）及び付表３に

掲げる地域の区分に応じ、同表に定める係数（以下「地域係数」と

いう。）を乗じて得た額を超える場合には、それぞれの補助限度額



の項に掲げる額に防音機能復旧工事床面積及び地域係数を乗じて得

たものを事業費で除して得た割合とする。

この場合において、防音工事を実施した施設が、その防音工事の

施行の際の防衛大臣が定める補助に係る施設の基準面積（以下「施

行時基準面積」という。）を超えて設置されているときの防音機能

復旧工事床面積は、次式により算定した面積とする。

施行時基準面積
防音機能復旧工事を要する床面積 ×

延 べ 床 面 積

注： 延べ床面積は、防音工事の施行に伴い必要増となる機械室

等の床面積を含まない。

３ 老人福祉センター及び一般住民の学習、保育、休養又は集会の用

に供するための施設に係る補助の額は、付表２の補助定額の項に掲

げる額に防音機能復旧工事床面積及び地域係数を乗じて得た額とす

る。



付表１

補 助 限 度 額 (１㎡当たり)

項 防 音 工 事 を 実 施 し た 施 設 気密建具等取替工事

内装材取替工事 空気調和設備取替工事

１ 級 ２ 級

農 民 研 修 施 設

１ 林 業 研 修 施 設 85,200円 76,400円 12,300円 42,600円

漁 民 研 修 施 設

２ 農 民 集 会 施 設 85,200円 76,400円 12,300円 41,000円

３ 市 町 村 の 主 た る 事 務 所 85,200円 76,400円 12,300円 40,900円

商工業に関する調査研究、研修

４ 若しくは指導又は商工業者の集 85,200円 76,400円 12,300円 36,300円

会の用に供する施設

注：１ 補助限度額の欄に掲げる気密建具等取替工事、内装材取替工事及び空気調和設備取替工事とは、次の工事をいう。

(1) 気密建具等取替工事： 防音工事を実施した施設における金属製気密建具、木製気密建具又はガラスブロックの取替工事及びこれに伴い必要とな

る改修工事

(2) 内装材取替工事： 防音工事を実施した施設における内装材の取替工事及びこれに伴い必要となる改修工事

(3) 空気調和設備取替工事： 防音工事を実施した施設における空気調和設備の取替・改善工事及びこれに伴い必要となる改修工事

２ 補助限度額の欄に掲げる１級及び２級とは、防衛施設周辺防音事業補助金交付要綱（平成１９年防衛省訓令第１２１号）別表第２に規定する１級

工事（以下「１級工事」という。）又は２級工事（以下「２級工事」という。）の別をいう。



付表２

補 助 定 額 (１㎡当たり)

項 防 音 工 事 を 実 施 し た 施 設 気密建具等取替工事

内装材取替工事 空気調和設備取替工事

１ 級 ２ 級

１ 老 人 福 祉 セ ン タ ー 85,200円 76,400円 12,300円 42,600円

一般住民の学習、保育、休養又

２ は集会の用に供するための施設 85,200円 76,400円 12,300円 36,300円

（３及び４の項に掲げる施設を

除く。）

３ 特 別 集 会 施 設 85,200円 76,400円 12,300円 40,900円

コ ミ ュ ニ テ ィ 供 用 施 設

学 習 等 供 用 施 設

４ 85,200円 76,400円 12,300円 42,600円

児 童 館

自 治 会 集 会 所

注：１ 補助定額の欄に掲げる気密建具等取替工事、内装材取替工事及び空気調和設備取替工事とは、次の工事をいう。

(1) 気密建具等取替工事： 防音工事を実施した施設における金属製気密建具、木製気密建具又はガラスブロックの取替工事及びこれに伴い必要とな

る改修工事

(2) 内装材取替工事： 防音工事を実施した施設における内装材の取替工事及びこれに伴い必要となる改修工事

(3) 空気調和設備取替工事： 防音工事を実施した施設における空気調和設備の取替・改善工事及びこれに伴い必要となる改修工事

２ 補助定額の欄に掲げる１級及び２級とは、１級工事又は２級工事の別をいう。



付表３

注：道北（宗谷、上川及び留萌）、道東（オホーツク、根室、釧路及び十勝）、道央（空知、石狩、後志、胆振及び日

注：高）及び道南（檜山及び渡島）は、総合振興局又は振興局の所管区域を指す。

係数

北海道
道北 １.０７
道東 １.０８
道央 １.０６
道南 １.０７
(離島)
奥尻島 １.２５
礼文島及び利尻島 １.３０

青森 １.００
岩手 １.０３
宮城 １.０３
秋田 １.００
山形 １.００
福島 １.００

茨城 ０.９９
栃木 １.００
群馬 ０.９９
埼玉 １.００
千葉 １.００
東京 １.００
神奈川 １.００
山梨 １.００
長野 １.００
(離島)
大島 １.１７
八丈島 １.６１
上記以外の伊豆諸島 １.５０
小笠原諸島 ２.２１

新潟 ０.９８
富山 ０.９９
石川 ０.９８
(離島)
佐渡島 １.０７

岐阜 ０.９８
静岡 ０.９８
愛知 ０.９９
三重 １.００

地域 係数

福井 ０.９７
滋賀 ０.９９
京都 ０.９９
大阪 ０.９９
兵庫 ０.９８
奈良 ０.９９
和歌山 ０.９９

鳥取 ０.９５
島根 ０.９５
岡山 ０.９６
広島 ０.９６
山口 ０.９６
(離島)
瀬戸内海の離島 １.０５
隠岐諸島 １.２２

徳島 １.０１
香川 ０.９９
愛媛 ０.９９
高知 １.００

福岡 ０.９９
佐賀 ０.９７
長崎 ０.９７
熊本 ０.９９
大分 ０.９９
宮崎 ０.９９
鹿児島 １.００
(離島)
五島列島 １.１９
対馬 １.２４
壱岐島 １.１７
大隅諸島 １.２５
奄美群島 １.３５

沖縄 １.０４
(離島)
宮古島 １.１４
石垣島 １.１５
八重山列島(石垣島を除く。) １.３０
大東諸島 １.４８

地域


